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原子力規制委員会記者会見録 

 

● 日時：令和4年12月21日（水）14:30～ 

● 場所：原子力規制委員会庁舎 13階B･C･D会議室 

● 対応：山中委員長 

 

＜質疑応答＞ 

○司会 それでは、定刻になりましたので、ただいまから12月21日の原子力規制委員会定

例会見を始めます。 

  本日は冒頭、山中委員長より、午前中の原子力規制委員会会合で了承された高経年化

した発電用原子炉に関する安全規制の概要について説明し、その後関連の質疑を行い、

最後にその他の質問をお受けしたいと思います。 

  山中委員長、お願いいたします。 

○山中委員長 本日、原子力規制委員会において高経年化した発電用原子炉に関する安全

規制の概要案を了承し、明日からパブリックコメントを実施することといたしました。 

  私からは、この制度の概要及び現行制度との違いについて説明をさせていただきたい

と思います。 

  これまで定例記者会見に御出席していただいている記者の方々には、繰り返しになる

部分も多々あろうかと思いますけれども、改めて今日説明をさせていただきたいという

ふうに思っております。 

  新たな制度は、お手元にお配りをいたしました1枚ものの図の1ページ目を御覧いただ

きますと、現行制度である、運転期間の延長認可制度、それから高経年化技術評価制度、

この二つの制度を統合して法的な枠組みを原子炉等規制法に定めることによって、高経

年化した発電用原子炉に対して厳格な規制が行われるような内容になっております。 

  具体的には図にありますように、運転開始後30年を超えて運転しようとする発電用原

子炉に対して10年を超えない期間ごとに、あらかじめ設備の劣化を管理するための計画

である長期施設管理計画を策定して、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

つまり、この認可を受けなければ運転できない仕組みとなっております。 

  現行制度と比べますと、新しい制度は認可の頻度及び認可の詳細さが異なります。 

  この結果、劣化現象をより的確に保全活動に反映させまた新しい知見に関して、より

機動的な規制が可能となると考えています。 

  つまり新制度下では、現在運転中のプラントについては運転開始後30年目、40年目、

50年目と10年を超えない期間ごとにその都度劣化を考慮した上で、規制基準を適合する

かどうかを確認する認可を取ることになり、運転開始後40年を超えた時点で1回に限り

そうした認可を必要とする現行の制度に比べまして頻度が高くなります。 

  また、認可の対象が現行制度より詳細な内容となりますので、具体的には認可対象で
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ある長期施設管理計画には、劣化状態の点検方法、劣化予測評価の方法、あるいはその

結果など、より詳細な記載を求めることになります。 

  こうした頻度が高く、かつ詳細な認可の仕組みを導入することで、重要な劣化の兆候

を見逃さずそれを実際の保全活動に的確に反映していくことが可能になるというふう

に考えております。 

  また、劣化の点検や予測評価手法等に新たな知見が得られた場合には、事業者に対し

て長期施設管理計画の変更あるいは追加点検の実施、評価のやり直しなどを求めること

ができることになります。 

  このような新しい制度の導入に当たっては、現行制度からの円滑な移行が必要であり

ます。必要な準備期間を設けて、原子力規制委員会があらかじめ認可できるよう措置す

ることを現在考えております。 

  本案に関しては、明日からパブリックコメントや後日行う原子力事業者等との御意見

交換を踏まえまして、さらに精査した上で、高経年化した発電用原子炉に関する安全規

制案を決定いたしたいと思います。 

  冒頭の私からの説明は以上となります。 

 

○司会 それでは、ただいま説明のありました制度に関する質問からお受けします。皆様

からの質問をお受けしますので、いつものように所属とお名前をおっしゃってから質問

をお願いします。質問のある方は手を挙げてください。 

○記者 共同通信のエンドウです。お疲れさまです。 

  すみません、今のところでのそもそものところからなのですが、ちょっと一般的に聞

けば厳しい規制というワードが出てきました。そもそも、山中委員長はかなり厳しいと

いう言い回しをされていたと記憶しています。 

  これ多分ぱっと見、頻度が高くなるとかおっしゃっていますけども、結局のところ、

事業者からすると、というか事業者が提出する評価データなどは変わらない、変えない

ということも現行制度から、これも一方で委員会で確認されていると認識しています。

つまりこれ手続上のその作業としては増えるであって、これは厳しくなるというふうに

言い切れないと個人的には思うのですが、いかがでしょうか。 

○山中委員長 少なくとも当初運転期間については制限を設けないということが、いわゆ

る極端なケースとしては考えられるということで、まずその大きな枠組みとして30年以

降10年ごとの申請認可制度にするということがまず大枠として安全規制としてはよか

ろうということで、委員の間で議論をして決定をしたところです。 

  その内容について、どういう内容をそれぞれの申請あるいは認可制度の中で求めるか

ということについては、枠組みをまず決定をさせていただいて、そこから議論を始めた

わけですけども、少なくとも今現行の運転期間、暦年で言いますと60年プラスアルファ

の運転期間を考えますと、少なくとも実運転期間については60年、あるいは停止期間が
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プラスアルファされるという、そういう運転期間を考えればいいということで、委員の

間でも議論をしましたけれども、30年、40年、50年については現行制度の延長上で考え

ていいだろうと。つまり、御指摘のとおり、取らなければいけない劣化に関係するデー

タそのものについては、現行の高経年化技術評価あるいは認可制度で40年に取るデータ

と変わらなくてもいいのではないかという、これ委員間で合意が得られたところです。 

  ただし、それぞれの期間ごとにそのデータを用いて将来10年にわたっての予測、その

ものの評価も審査の対象といたしますし、検査の方法も対象といたしますので、当然そ

の事業者にとっては10年ごとの認可制度というのは負担にはなってくるかと思います

し、規制委員会にとっては、より詳細なあるいは機動的な評価ができるものというふう

に考えております。 

  ただ大幅に運転期間が延びることに対する対応というの現状では考えなくていいとい

うことで、委員の間では30年、40年、50年については取るデータについてはほぼ同じで

よかろうということで合意をしているところです。 

○記者 繰り返しなのですが、私が厳しいと山中委員長からお伺いしたときには、少なく

ともその科学的、技術的にどうかという観点であくまでもその審査というものが行われ

るものだと思っているのですが。これについて、データがそもそも同じということは科

学的、技術的に全く変わらなくて全然厳しくないんじゃないかというふうに思うのです

がこの点いかがでしょうか。 

○山中委員長 科学的、技術的な基礎データそのものは同じですけれども、検査方法が違

うあるいは評価方法をきちんと見るということについては、より詳細な評価がそれぞれ

の年限で見ることができるというふうに私自身は考えています。 

○記者 逆に、その評価項目を増やさなかった理由は、今までと同様でいいという、その

理由は何なんでしょうか。 

○山中委員長 少なくとも実運転期間が60年で停止期間がプラスアルファされるというこ

とで、特に評価上問題となってくるような追加のデータ、新しい劣化のモードが何か考

えられるかというと、今のところ考えなくてもいいんではないかという委員の間での議

論だったと思います。 

○記者 これは逆に言うと、その60年超に備えて、その30年のスタートの段階から徐々に

助走して厳しくしていくという設計も当初議論にはあったと思うのですけど、これじゃ

なくなったというのはどうしてなのかなと個人的に思うのですが。 

○山中委員長 少なくとも10年ごとで同じような検査を繰り返す。我々が見ないといけな

いのは、いわゆるある基準に対して現在の物理的な性質というのが、どの程度裕度のあ

るものであるのかというところを評価しなければならないので、年限で何か切るという

ものでは我々の安全規制はないということで、そこをきちんと見ていきましょうという。

その評価の手法もきちんと10年ごとに見ていきましょうという、そういう認可制度にし

たつもりです。 
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○記者 次、質問させていただきます。ちょっとそれもそもそも論になるのですけど、政

府の方針を受けて、エネ庁さんを呼ばれて、この検討がスタートしたというところは、

もともと10月がスタートだったというふうに委員長は話されていたと記憶しています。 

  そもそものところなのですけども、法律に規制に穴が開いてしまうから、それを何と

かしなければいけないというふうにおっしゃっていますけども、その政府のスケジュー

ルに従わなければいけない規制委員会というのはものだというふうな認識でいらっし

ゃるのですか。 

○山中委員長 そもそも、2年前の時点で運転期間について我々規制委員会が意見を述べる

立場ではないということを事前に決定しておりますので、運転期間について何らかの政

策が提言されるということが分かった時点で我々はその対応しなければならないとい

うのが私の認識でございました。 

  つまり委員としてですけれども、8月末のいわゆるGX（グリーントランスフォーメーシ

ョン）会議で運転期間というワードが、延長というワードが出てきた、あるいは新型炉

というワードが出てきたときに我々が対応しなければならない極めて重大な事項であ

るというふうに認識をいたしましたので、それに対する対応をさせていただいたという

ことです。 

○記者 これは委員長としての御意見で結構なのですけども、足並みがそろわないことで

何かこんなそういう何度かこの質問をさせていただきましたけど、これをそもそもの段

階でそのスケジュールに合わせるのが困難だと、厳密にしっかりと制度設計をしていく

んだというような選択もあったかと思うのですけれども、これをしなかったということ

に多分多くの人がなかなか理解に苦しんでいるところがあると思うのです。この点いか

がですか。 

○山中委員長 制度設計が十分にできなかったとは思いませんし、十分に規制に対して強

度を持った規制制度ができたというふうに思っております。いわゆる運転期間が撤廃さ

れても規制基準をきちんと満足できるような制度設計ができたというふうに思ってお

りますし、その制度設計に対して拙速であったというふうには思っておりません。十分

な時間をかけて準備ができたというふうに思っています。 

○記者 これは毎度の質問になりますけども、規制の独立性は保たれていると今もお考え

ですか。 

○山中委員長 繰り返しになりますけれども、やはり運転期間そのものについては科学的、

技術的に一義的に原子力発電所に対して何か決められるものではありませんので、そう

いうものに対して私ども安全規制側から何か意見を申し述べられる事柄ではない、つま

りこれは政策的に決めていただくべきことであってこれは今、運転期間が延びる方向で

行っていますけれども、当然短くなるという制限が加わることも可能性としてはござい

ます。上がったり下がったり当然する可能性がある。 

  そういうものに対して、きちんと年数を経た原子炉の安全性を担保するための制度設
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計をしたいということで検討を開始して、今日に至ったわけでございます。 

○記者 今日、ある団体が規制庁さんと、経産省さんが、8月に事前調整をしていたという

内部文書を入手したと発表されています。内容については具体的にもう今日出されてい

るような内容がそこでエネ庁さんと調整をされていて、どうやって束ねるかというよう

な中身が示されているというような内容です。 

  これって、山中委員長が常々言っていた公開の場でとか、要は委員会の意思決定の前

にこういう調整をすること自体、もう既に規制と推進が一体となっていると、個人的に

は捉えるのですがいかがでしょうか。 

○山中委員長 規制庁の職員がどういう活動をしていたかというのは私は承知しておりま

せんけれども、少なくとも委員会の場で様々な議論を開始したのは9月18日、私が委員

長になった時点で資源エネルギー庁を呼んでいいかどうかという議論をさせていただ

いて10月5日に来ていただいて、方針を確認したという、そこから議論をスタートして

いますので、少なくともその職員がどういう準備をしていたのかということについては

私自身は承知していません。 

○記者 逆に手を組んでも問題はないのですか。 

○山中委員長 少なくともどういう検討していたか、あるいは頭の体操をしていたかだと

思います。そういう準備を少なくともその制度が変更されるということで検討をしてい

たということであれば、そういう準備をしていたんだろうなというふうに想像します。 

○記者 繰り返し失礼します。同じですけども、準備をしていたそのファクトはそうだと

して、それ自体は問題ではないのですか。 

○山中委員長 少なくとも物事を決めていくのは原子力規制委員会そのものですので、そ

の前段階で何か様々な検討を職員がされるということについては、私自身も承知はして

おりませんし、どういう内容が検討されたのか分かりませんけれども、少なくとも何ら

かの準備、あるいは頭の体操をしていたというふうには想像いたします。 

○記者 分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 ほかに御質問ありますか。ヨシノさん。 

○記者 テレビ朝日、ヨシノです。 

  1点だけお伺いしたいのは、経済産業省がやっていることというのは原子力行政の、運

転期間60年を延長するということでこれは転換であると。あの事故以来の大転換である

というふうに誰もが思っていると思うのですけれども。それに関して、じゃあ60年以降

の60年を超えるものの規制の方針といいますか、規制の方向性ぐらいはどんなものにす

るのか示すべきではないかという質問がかなり出ております。そういう声も出ています。 

  ところがこれは継続審議ということで、どうなるんだろうかということでみんな不安

に思っている人間が多いのですけども、それについての委員長の今のお考えをお示しい

ただけたらと思います。 
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○山中委員長 まず、現行提案されている運転期間の延長認可制度、運転期間の制限につ

いては実運転期間60年でプラスアルファ停止期間を入れるという制度でございますの

で、少なくとも60年目については、これまでも私お話をさせていただいているように50

年プラスアルファそれぞれの原子力発電所に特有の事象について検査を行って申請を

していただくという、そういう制度が求められるのではないかという委員長としての考

えを述べさせていただいています。 

  この点についてはやはりそれほど遠い将来でないところで、委員の間できちんと議論

をしていきたいなというふうに思っております。 

 

○司会 オカダさん。 

○記者 東洋経済新報社のオカダです。よろしくお願いいたします。 

  先ほどの共同通信の方の質問とちょっと重なるのですが、今日、原子力資料情報室の

方が緊急の記者会見をしまして、8月の段階から既に原子力規制庁と経済産業省との間

で運転期間延長に関してのルールの在り方についてすり合わせをしていたのではない

かということで、内部文書も示して問題提起をされたのですが、それによりますと、8

月の、4名程度のコアのメンバーで規制庁の中で当面、立案作業に着手するとか、かな

り詳しく書いてあると。4月1日付で、法令実務経験のある職員3名を原子力規制部の規

制企画課、金城さんのところだと思うのですが、この併任の辞令が出ているというよう

な説明があったのですが、こういったその人事の件というのは委員長は御存じなんでし

ょうか。 

○山中委員長 少なくとも今伺った事実については、私自身認識しておりません。 

○記者 金城さんもいらっしゃるのでこの9月1日付で、この法令実務経験のある職員3名を

原子力規制部規制企画課に併任の辞令を出したという事実関係の正否についてお答え

いただけますでしょうか。 

○金城原子力規制企画課長 はい。私、企画課長の金城のほうから答えますと、法令実務

経験のある人間も含まれていましたけど、当然現場というのですか、高経年化技術評価

とかに詳しい技術系の人間も入れて3名。もし何か起こったときのために準備として企

画課には併任をかけておきました。 

  一応念のために言っておきますが、併任というのは、その職員の職務はしっかりとや

った上で、何かあったら企画課の仕事も手伝ってということなので、その職員は基本的

には元いたところで仕事をしていました。9月1日時点ですね。 

○記者 これ具体的に3名の方ってどういう方なんでしょうか。そのポストとか、お名前と

かどういう仕事をされていた方を規制企画課に併任したのですか。 

○金城原子力規制企画課長 例えば委員会の説明にも出てきていますけど、今日も私の横

に座っていた西崎とか、塚部とか、そういったものを併任にかけていましたね。 

○記者 今のようなことなのですが、これ9月1日付だというのですけど、委員長が御存じ
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がない段階で、もう、つまり8月から、いわゆる規制庁と、少なくとも規制庁と経済産

業省との間でいろいろ詳細なすり合わせが行われていないとこういう準備というのは

行われないと思うのですけど、全然御存じがないというのは、つまり規制委員会として

規制庁をきちんとガバナンスできているのかという問題になろうかと思うのですけど、

どのようにお考えでしょうか。 

○山中委員長 少なくとも、先ほど4月1日という御発言だったので、私は4月1日にその異

動があったというのは承知しておりませんし。 

○記者 9月1日です。 

○山中委員長 9月1日であればその時点では私、委員でしたので、特に何かこういう併任

をかけるということについては連絡ございませんでしたし、職員が何かこういうその原

子力関係の我々安全規制に関係するような事案について、検討するということ自身は特

段の問題を感じておりません。最終的にいろんな議論をしたり、あるいは決定したりす

るというのは、原子力規制委員の間で議論をいたしますので、案を提案したりするため

の、例えば準備あるいは頭の体操するということ自身はそういうことはある、あっても

別に悪いものではないと私自身は思っています。 

○司会 オカダさんお待ちください。事務方から補足いたします。 

○金城原子力規制企画課長 金城のほうから答えますけど、そうやって体制を整えて何か

すり合わせを行ったというような、ある意味かなり偏ったというか、前提を置いた説明

になっていますけど、私説明を続けますと併任はかけました。さっき言ったように、そ

の職員は元いた課のほうで仕事をしてました。その者たちが作業が生じた場合に必要な

部屋のようなものは、まさに私が座っている部屋の横に用意していましたけど、9月1日

からほとんどそこは空室でした。ですからあまり実働している感じの仕事は9月1日以降

はしばらく生じていなかったかなというふうに私は見ています。 

○記者 ただ、今おっしゃったことは理解しましたが、この内部資料によりますと、来年

の通常国会にエネ庁関連の束ね法案というものを出すとか、いわゆる新しい安全規制を

炉規法に新設するとか相当な詳細が書かれているのですが、委員長が全然御存じがない

中でこういったことがどんどん話し合われて、併任もされて、事態が進められていると、

そういうことというのは本来望ましい姿なんでしょうか。 

○山中委員長 繰り返しになりますけれども、そういう仮に何か案のようなものが仮に委

員会に出てくれば当然委員会で議論をいたしますし、委員会で判断をすることになろう

かと思います。 

  最終的に委員会で決定をしなければそれは委員会の決定事項になりませんので、特段

その準備がどういう準備がなされた、あるいは頭の体操をされたかということについて

は私承知をしておりませんけれども、そこについては特段の問題は感じておりません。 

○記者 長くなるので一言だけ、この併任の辞令というのはどなたが最終決裁をされたの

か、原子力規制庁の長官というふうに考えてよろしいでしょうか。 
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○金城原子力規制企画課長 企画課長の金城のほうから答えますけど、最終的な決裁は長

官だったと思います。その決裁ですね。 

○記者 長官は御存じだけど規制委員会の方は御存じがないって、そういうことですが、

これだけ重要な問題で、そういうことで問題ないということですか。 

○山中委員長 少なくとも私が原子力規制委員会委員長になって、9月28日の委員会から議

論をさせていただいたということで、特段何かそういう職員が検討していたということ

で弊害が出たとは思っておりません。 

○記者 ありがとうございます。 

 

○司会 ほかに御質問ありますか。エンドウさん。 

○記者 新潟日報のエンドウです。よろしくお願いします。 

  未適合炉について伺います。これまでその40年を超えて新規制基準に適合していない

原発が運転できなくなっていたと思います。つまり廃炉せざるを得ない状況に追い込ま

れていたということだと思うのですけれども、今回その40年を超える未適合炉を事実上

容認するような、規制委員として容認するような格好になると思います。 

  今回改めてなぜこうした制度改正を行うのか、理由を御説明いただけますでしょうか。 

○山中委員長 少なくともこれまで40年という年限があって未適合炉については40年とい

う年限が来れば自動的に廃炉になっていたという、そういうルールだったと思うのです

けれども。そこを未適合炉については新たに申請が出てきたら、きちんと審査をして運

転させるかどうか、あるいは運転を許可していいかどうかを審査をしましょうという、

そういうルールに改正したというところで、特段これについて例えば高経年化に対して

何か安全規制に支障が出るというふうには思っておりません。 

  止まっている原子炉は止まっている原子炉なりに劣化が進む部分もありますし、止ま

っていることによって何か特段高経年化に対して利益があるとも思われませんので、申

請があればその都度審査をして、運転していい原子炉かどうかというのを判断したいと

いうふうに、新しいルールではそういうふうになっています。 

○記者 その劣化の進展を見ていくということは理解しているのですけども、なぜこうい

う制度に変えたのかという理由を御説明いただけますか。 

○山中委員長 少なくとも止まっている原子炉に対して、何かそのこれまで通りのルール

で止まっている原子炉に対してだけにこれまで通りのルールを適用するというそうい

う規制にはならなかったという、それだけの話です。動いている炉、止まっている炉、

どちらも平等に申請があれば、きちんと審査をして認可ができるものであれば認可をす

るという、そういうシステムにしたということでございます。特に何か未適合炉に対し

て優遇したというふうには思っておりません。 

○記者 ただ、未適合炉をいつまで認めるのかと、ズルズルズルズル40年超えて、たな晒

しというか、そういうような状況にもなると、立地の地元としては非常に分かりづらい
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状況を生むと思うのです。未適合炉をいつまで認めるのかというのは規制側でも検討が

必要なのかなと思いますけども、その辺り、委員長の御見解いかがでしょうか。 

○山中委員長 いわゆる止まっている間の劣化は進むものがあります。逆に止まっている

ことで劣化の度合いが予測できない物理的な性質もございます。ということで止まって

いることで本当にその発電所にとって有利になるかというと、必ずしもそうではない。

つまり申請をした途端に新規制基準適合性の評価もしないといけませんし、当然その動

かした先の10年間の予測もしないといけない。 

  予測するための評価が必要になってきますので、それが本当に止まっている期間が長

くなって評価ができるのか、そこは規制上むしろ厳しくなるんじゃないかなというふう

に思っています。 

○記者 止まっている期間が長ければ長いほど審査が難しくなって、事実上動かすのが難

しくなってくると、そういうことでしょうか。 

○山中委員長 審査は難しくなるということは考えていません。ある基準に到達する予測

が事業者ができなくなるという、止まっている期間が長ければ運転できない期間の劣化

状況を彼らは評価できなくなりますので、10年も20年も止まっていれば、当然その劣化

予測をしなければならない物理的性質が取得できなくなる可能性がありますので、そう

いうリスクは当然事業者のほうにある。我々は基準適合性をきちんと見ていくという、

それだけのことです。 

 

○司会 ほかに御質問ありますか。マサノさん。 

○記者 フリーランスのマサノです。 

  先ほど質問がなされていた8月時点での内部での検討についてなのですけれども、確認

なのですが、委員長としては頭の体操とか準備であれば問題ないというふうに認識を示

されたと思いますが、それでよろしいんでしょうか。 

○山中委員長 少なくとも私が聞いていいますのは、9月1日で併任がかかったというのは

確かめまして、そういう情報は得ております。少なくとも8月24日の時点でGX会議で運

転期間の延長ということについては取り上げられておりますので、職員として何かそれ

に対して検討を始めるということは当然あり得る話かなというふうに考えています。 

○記者 そのやり取りの中で、具体的に言うと、炉規制法に規定されている電発炉の運転

期間制限を電気事業法に移管とはっきり書いてあるのですが、そこまで今回の結論と全

く一致していますが、そこまでのものが検討されていたと、規制庁と経産省の間で。そ

れでも問題はないんでしょうか8月時点であれ、9月いっぴでもいいのですけど、問題な

いとお考えですか。 

○山中委員長 その中身については私承知しておりませんけれども、その後様々なその運

転期間の延長について準備をされる、あるいはその原子炉等規制法の運転期間について

仮に政策側で何か新しい提案があれば、除外されるということは可能性としてはありま



10 

すので、それについて制度設計の準備を進めるということ自身は問題はないと思ってい

ます。 

○記者 規制庁がそれを了解した上で、相談をしていたとしても問題ないということです

か。 

○山中委員長 私自身どういう内容で、どういうことをされていたのかということについ

ては承知しておりませんので、少なくとも9月1日の時点でその併任がかかったというこ

とについては承知をしておりますけれども。 

○記者 それでは今おっしゃった併任がかかったということは承知していると。金城課長

の下に併任が来たと、それは何をするための併任であると9月1日時点で聞いたんでしょ

うか。 

○山中委員長 私が聞いたのはもっと後の話です。 

○記者 いつですか。 

○山中委員長 正確には11月末頃だと思います。報道機関からそういう指摘があって調べ

てみますということで確認させていただきました。 

○記者 そのときに何のための併任だったと説明を受けられましたか。11月の時点で。 

○山中委員長 運転期間延長あるいは原子力の政策が変更されるということについての準

備という、何を具体的にそのどういうことを議論したかということについてまでは確認

しておりません。 

○記者 では9月1日時点の併任は、運転期間の延長の変更に対するものであったというこ

とで確認させていただきました。ありがとうございます。 

  次の質問をさせていただきます。 

  今日の規制の概要案を拝見しますと、今までもあの委員会の中で表現されてきたよう

に運転開始後30年を超えて原子炉を運転しようとするときはということで、制度設計し

ていますけれども。なお、ということで12番目に30年を超えるが運転しようとしていな

い原子炉についてはこの対象外とされています。この運転しようとしていない原子炉は

委員長は何を想定されているんでしょうか。 

○山中委員長 いわゆる未適合炉がそれに当たるというふうに考えています。 

○記者 そうしますと今未申請のもの、例えば未申請のもの9基ありますけれども、柏崎刈

羽で5、東通で1、女川で1、浜岡で1、これら9基については、これはしようとしていな

いのに入るのか、どうなんでしょうか。 

○山中委員長 未申請のものについてはだからしようとしていないものというか、未適合

炉に入ると思います。 

○記者 これはしようとしているけど、まだ申請していない、そういう微妙なものはどう

するのですか。一律してこの対象外にしてしまうことは問題だと思うのですけど、しよ

うとしているけど、まだ作業が追いついていないだけかもしれません。それ、どうする

のですか。 



11 

○山中委員長 全て未適合炉というくくりで評価をしています。 

○記者 問題だと思いますが、次の質問をさせていただきます。 

  確認なのですが、今日配っていただいた表で30年目と10年ごとの表、ポンチ絵でハー

ド規制もソフト規制も両方30年目からずっとやることにという図になっていますけれ

ども、これまでの特別点検に相当するものは、このうちの緑に全部入るという理解でよ

ろしいんでしょうか。 

○山中委員長 特別点検そのものは40年目で実施する予定にしております。詳細について

はこれから委員会で、いつどういうふうにということを検討していくことになりますけ

れども、これまでの委員会でも現行の運転期間に対する考え方であれば、30年、40年、

50年については現行の制度の延長上で考えていいだろうということで合意を得ており

ますので、少なくとも特別点検については40年で実施するということになろうかと思い

ます。 

○記者 すみません。最後の質問ですが、委員長が重要視していらっしゃる中性子脆化の

問題についてですが、現在民間の規格、日本電気協会制定の原子炉構造材の監視試験方

法というもので評価されているということなのですが、この中に欠陥があったと、初歩

的な誤りがあったということで原子力規制委員会のほうから、日本電気協会に抜本的改

定を求める特定指導文書というのを出されています。この点は御存じでしょうか。 

○山中委員長 技術評価を行った上でそういう文書は出させていただいていると思います。 

○記者 ところがまだそのまま古い欠陥があるということで、改定しろというものが改定

されないままで使っていますけれども、それはなぜでしょうか。 

○山中委員長 少なくとも2007年のガイドについて全部が否定されたものではないという

ふうに考えますし、新しく申請されたものについて全てデータが十分でオーケーである

という評価もしておりませんので、少なくとも事業者全体に対しては新しいガイドを策

定するようにデータを充実しなさいという指導はさせていただいています。 

○記者 そうすると、今回の制度改正、本来すべきではないと思いますが、もしするとし

たら、この2007年版ではなく、新しいやり方の規格を規制庁、規制委員会のほうでオー

ソライズする、それからだという理解でよろしいんでしょうか。 

○山中委員長 2007年版のガイドが全て否定されたとは思っていませんし、有効に働いて

いる部分もあろうかと思います。当然新しく提案されたガイドについての一部分につい

ては当然採用を決めておりますので、そこについては新しい規格は採用されるというふ

うに思っておりますけれども、新しいそのデータを拡充していくということについては

事業者全体に対して促しているところであります。 

○記者 ありがとうございました。 

 

○司会 ほかに御質問ありますか。NHKのハセガワさん。 

○記者 NHKのハセガワです。 
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  先ほどから質問あって経産省とのやり取りの関係なのですが、山中委員長がその9月28

日にこの議論を始めようというふうなことを言う前に、その規制庁と経産省とやり取り

があったかどうか、その事実関係についてはどう認識されていますか。運転延長につい

て。 

○山中委員長 どういうやり取りがあったかということについては、詳細に私は承知して

おりません。 

○記者 どういうやり取りというよりは、そのやり取り自体があったかどうかについては

どうですか。 

○山中委員長 認識しておりません。 

○記者 事務方としてはどうですか。 

○金城原子力規制企画課長 企画課長の金城ですけれども、当然行政機関の間の業務いろ

いろございますので卑近ところで言えば国会答弁の調整からですね。いろんなところで

エネ庁とはいろんな情報交換のやり取りはあります。GX会議の件ですね。そういったも

のも、向こうがどういう準備をしているのかといったことは私も詳細には覚えていませ

んけど、いろいろな複数の案を持って検討している旨は聞いておりました。 

  そういった中でこちらから明確に伝えていたのは、我々規制委員会規制庁は、全ての

意思決定は規制委員会でなされるので、我々が何か外向けに動くとすると、当然規制委

員会の決定を経なければいけないんで、今の段階で我々がそちらに何かするといったこ

とはないといったことは、そのたびに伝えてはおりました。 

○記者 それは具体的にいつ、どういう。 

○金城原子力規制企画課長 今は、何かこの関係で、情報のやり取りと委員長から指示も

ありまして、メモを作って公表していますけど、その当時は電話とか、何かのついでに

とか、そういったいろいろな接触のときに情報を聞いていましたので、どの時点でどの

ような検討といったところまではちょっと私のほうでも記憶にありません。 

○記者 それはやり取りをしていたのは金城課長お一人ですか。それとも複数人ですか。 

○金城原子力規制企画課長 私は当然やり取りするときはいろいろ補佐とか、関係のもの

を含めてやっていますので、複数の者で聞いているといったところですね。 

○記者 その情報公開について、10月5日の会見で委員長御自身が、事務方同士の意見交換

をどう透明性を確保するかということについて、できる限り公開してほしいし、事実確

認をするものでとどめてほしいと、できる限り公開が原則かとおっしゃっています。 

  ここはその5日の会見以降のことについては実際にその面談録に出ているような状況

ではあるのですが、その前のことについてもやはり出すべきではないかというふうに考

えるのですが、その辺りどうですか。 

○山中委員長 本当に私自身9月26日に就任した時点で、そういう検討を始めましたので、

委員長としての指示としては、10 月 5 日以降、情報交換をした場合には公開をしてほし

いという、そういう指示を出しましたけれども、この事実を知ることになったのはもっ
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と後の話なので、過去にさかのぼって云々ということについては、当然、その記録が残

ってるかどうか別でしょうけども、私自身、今、指示を出すということは今考えていま

せん。 

○記者 記録が残ってるかどうかのその確認はしていただけませんか。 

○山中委員長 これできますかね。 

○金城原子力規制企画課長 この記録が残ってるかどうかの確認は、ちょっとできるかど

うかも含めてちゃんと検討したいと思います。 

○記者 よろしくお願いします。 

 

○司会 北海道のハセガワさん。 

○記者 北海道新聞のハセガワと申します。 

原子力発電所の運転延長に関してなんですけども、運転からですね、60年を超える期

間の間の審査というのは、これまで経験のない領域ということになると思うんですけど

も、この60年を超える原子力発電所の審査をしていく上でですね、これまでの規制で十

分なのか、どのようにこの規制というか安全規制を担保していくのか、この60年超につ

いてですね、経験ないけど、改めてちょっとお伺いできますでしょうか。 

○山中委員長 先ほどのご質問があったんですけども、少なくとも 50 年目まではこれまで

通りのやり方で特段大きな問題はないだろうという、私自身もそう考えておりますし、

委員もそういうお考えで一致したかと思うんですけども、やはり 60 年目以降の少なく

ともその申請、あるいは認可の審査については、それぞれのやはり発電所で特有の劣化

事象がないかどうかということも含めて、私は審査すべきだろうというふうに思ってお

ります。やはり大きな地震を経験したようなプラント、あるいは炉水がほかのプラント

とは違うようなプラント、あるいはそのコンクリートの劣化が激しいプラント、それぞ

れ特有のプラントの事情があろうかと思いますし、現状でのその運転期限というのは、

少なくとも運転期間については 60 年で、あとは停止した期間ですので、特段その大き

な新しいモードが出てくるかというとそれは考えにくいんですけども、ただやはり新し

いこれまでない領域ですので、60 年目以降についての評価については 50 年目の検査に

加えて新しい項目をそれぞれのプラントについて特有なものを加えていく必要があろ

うかなというふうに思っています。 

○記者 そうすると、60 年目以降の審査というのは、50 年目までよりも厳しくなるとか、

より詳しいデータを出してくると。ただ、ちょっとやっぱり今お伺いしてやっぱり詳細

は決まってないというか決まっていない部分もかなりあるのかなと思ったんですけど

も、その決まってない上でやっぱり延長を認めるような制度というのは、これ、適切な

んでしょうか。 

○山中委員長 少なくとも運転期間が無限に延びるようなケースの場合には、かなり詳細

を詰める必要があろうかと思っておったんですけれども、まず枠組みとしては30年目以
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降10年を超えない範囲でそれぞれの期間で申請をしていただいて認可をするという、そ

ういうその評価をしていくということでまずは十分かなというふうに考えております

し、少なくとも現時点での運転期限についてのことを考えますと、少なくとも大幅に何

か新しい劣化モードを考えないといけないということは今のところ考えていません。た

だ、60年目については新たにそれぞれのプラントについて特有の事象について、プラス

アルファ評価をしていきたいというふうに思ってますし、これは委員の間でこれから議

論をしていくことになろうかと思います。 

 

○司会 御質問ありますか。オカダさん、手を挙げていらっしゃいますが、タカダさん。 

○記者 西日本新聞のタカダと申します。 

1問目の共同通信さんの質問にも重なるんですけれども、改めてこれまでかなり厳し

い規制というようなことをおっしゃってました。新たな制度が厳しいものであると考え

られているのか、その認識をお伺いできればと思っております。 

○山中委員長 少なくともこれまでのいわゆる高経年化技術評価と1回のいわゆる運転延

長の認可制度、これを合体して、全て最長10年ごとの認可制度にしましたので、厳しく

なっているのはもう間違いないかなというふうに思いますし、むしろ安全規制上は機動

的な規制ができるようになっているというふうに考えます。 

○記者 ありがとうございます。その一方で、先ほども出ましたけれども、結果的には現

行制度を移行して手続上、若干変わるとか、参考資料だったものを本文に格上げすると

いうものだと思います。審査に関しても、今、30年は動いているもの、クリアしてるも

のを認可しないということはないというようなことですとか合理化といった言葉とか

がよく出てたかと思うんですけれども、それと安全の規制というところで合理化という

言葉とは極めて矛盾するんじゃないかなと思うんです。その点、どのようにお考えでし

ょうか。 

○山中委員長 私自身、合理化という言葉を使ったことはないかと思いますし、またその

旧制度で合格したものを全て新しい制度で合格させるかどうかについては、基本的に合

格する可能性があるという表現をさせていただいたかと思いますし、これについては既

に取られたデータを基づいて、新しい認可制度で評価をしていくということなので、デ

ータそのものが変わるわけではないので、基本的には新制度から旧制度に移行するとい

うのはあり得る話かなと思うんですが、ただ、評価方法が何か誤りがあるとか、あるい

は評価手法に問題があるということが見つかれば、当然、それは評価をし直していただ

く、認可ができないという可能性ももちろんございます。 

○記者 ありがとうございます。 

 

○司会 ほかにご質問ありますか。タシマさん。 

○記者 共同通信のタシマです。よろしくお願いします。 
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先ほどの質疑の中でこれまでの議論を国に合わせてはいなくて、議論が拙速でなかっ

たということをおっしゃっていましたけれども、これまでの委員会の中でたしか計5回、

今日も含めて議論をされましたが、これまでの議論を振り返られて委員長がこういった

内容を少し討議したかったですとか、何か足りない部分などあれば教えてください。 

○山中委員長 少なくとも、私自身、委員の状態でしたけども、運転期間の延長がなされ

る可能性があるということを知った時点で、やはりいろんなことを考えました、私自身。

ただ、前委員長も在籍された状態ですので、何か委員会で持ち出すということはいたし

ませんでしたですけども、やはりどうやってその安全規制を担保していくのかというこ

とについては非常に考えましたし、当然のことですけども、2年前の決議には私参加を

しておりましたので、運転期間のそのものについては、我々原子力規制委員会が意見を

申し述べるべき事柄ではないという結論が既に得られているということを前提にした

上で何か考えなければならないということも考えておりましたので、制度設計について

もどういう制度設計にしたらいいのかなと、もし期間がなくなるという諸外国ではみん

な期間がないというところのほうが多いんですけども、そういうところの規制を参考に

するとしたらどういう規制がいいんだろうなというのは、もちろん考えておりましたし、

今回お決めいただいた制度というのは私が考えていたフランスの制度に近いような制

度になったかなというふうに思っておりますし、そういう意味で万が一運転期間ですね、

伸びたり縮んだりというのは当然これからあろうかと思いますけれども、仮に延びても

縮んでもそれに対応できるような大枠の制度ができたのかなと。詳細についてはまだこ

れからですけれども、大枠については十分議論ができたかなというふうに思ってますし、

私が考えてたのとそれほど乖離はない状態です。 

○記者 すみません、改めてになるんですけど、これまでの質問で重なってるところもあ

るんですが、詳細をいわば後回しに見える面も見えているんですけれども、後回しにさ

れた理由をちょっと改めてお願いします。 

○山中委員長 少なくとも、おおよそ詳細について30年40年50年についてはもうこれまで

通りのいわゆる劣化モードを考えましょうということで、これは委員の間で認識は一致

しているところかと思うんですけども、60年目、少なくとも60年目をどうしましょうか

ということについては、まだ議論はあるかなと。私自身は50年目を基本として、そこか

らプラスアルファどういうものを付け加えていったらいいのかということを議論しな

ければならないというふうに考えてますし、また私もそうなんですが、委員の間ではや

はりその設計の古さについてどういう形でその規制の中に盛り込んでいったらいいの

かということについては、まだこれから委員の間で議論をすべきところかなというふう

に思っています。やはり少し時間をかけて議論をしないといけないというのがやはり未

知の領域である60年以降というところかなというふうに思います。 

○記者 その詳細は後ほどの議論でということだったんですけれども、そういったところ

が決まらない中でそういった大枠だけが決まっている状態だと、例えばその今、実際に
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40年超えてる原発が地元にある方たちは、多分、今、60年超、特に未踏領域というとこ

ろでちょっと不安に思われる地元の方も多いと思うんですが、そういった地元自治体で

すとか住民の方たちへのどうやって安全を担保していくかというような説明はどのよ

うにされていきますか。 

○山中委員長 少なくとも50年目から60年目についてはですね、40年の運転延長認可制度

についてきちっと確認はできていますので、少なくとも60年までの安全規制については

抜けがないというふうに思っておりますので、少なくとも60年目までは今の制度できち

っと見れている。したがって、60年目以降、実際に運転していない期間ではございます

けども劣化は進みますので、その期間についての劣化についてどういうふうに考えるか

ということについてはこれから詳細を見ていきましょうということで、少なくとも60年

目までは40年目の運転延長の認可制度できちっと安全規制できているというふうに考

えています。 

○記者 ありがとうございます。 

 

○司会 御質問ありますか。ササキさん。 

○記者 朝日新聞のササキと申します。よろしくお願いいたします。 

先ほどから質疑に出ている8月時点の規制庁内部資料というものなんですけれども、

束ね法という言葉であったりとか、当面4人程度のコアメンバーで立法作業に着手する

とか、あと具体的な経産省としての検討案というのが書かれている資料ですけれども、

この資料というのは、今日、原子力資料情報室のほうで会見があって示されたものです

けれども、これについては実際に存在する資料ということという認識でしょうか。 

○山中委員長 まだ私、その資料をちょっと見てませんので、実際にどこにどうあったの

かというのは確認してみたいと思います。 

○記者 今後確認されるということですね。 

○山中委員長 その資料を確認します。 

○記者 確認した結果というのは、我々に示していただけますでしょうか。 

○山中委員長 当然、その資料がどこにあってどういうものであるか、あるいは規制委員

会規制庁が関与したものであるならば、当然お出しすることが我々の義務だと思ってい

ます。 

○記者 事務方に確認したいんですけれども、この資料の有無というのは確認はされてる

んでしょうか。 

○金城原子力規制企画課長 企画課長の金城ですけど、先ほど他社さんから問合せありま

したけど、私はその資料まだ入手してません。くれませんかと言ったところ、まだもら

ってませんので。 

ですから、まずどういう資料が出たのかというのを確認した上で、該当する資料があ

るかというのはちょっとよく確認をした上で委員長と相談して、ご説明できればと思っ
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ています。 

○記者 そうすると、否定はできないということなんでしょうか、現時点で。嘘だという

ふうには言えないということでしょうか。 

○金城原子力規制企画課長 金城から繰り返しですけれども、その情報室さんが出した情

報を私まだ見てないので分かりませんということです。 

○記者 今お見せしてもいいんですけれども、内容としてはかなり具体的なことが書かれ

てるということで、なかなか虚偽というふうには考えづらいのかなと思うし、逆に虚偽

であれば、そんなことを検討してるはずがありませんということではっきり否定できる

のかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○金城原子力規制企画課長 繰り返しになりますけど、私はまだ今日発表されたという資

料ですので、私、手元に全くありませんし、ちょっとどう入手できるかはあれですけど、

見た上でちょっと確認をやってみたいと思います。 

○記者 分かりました。山中委員長にお伺いしたいんですけれども、先日の弊社のインタ

ビューの中で、今回の運転延長に向けた審査について、8月末のGX実行会議の資料をホ

ームページで拝見されて、そのとき初めて、そういう検討を知ったと。ただ、その時点

ではどの省庁が担当するかというのも分からなかったので動けずにいて、後日の原子力

小委員会の動きを見て、エネ庁の担当者を呼んで検討を始めたというふうにお話をいた

だいたかと思うんですが、その認識は今も変わりませんでしょうか。 

○山中委員長 少なくとも8月24日の時点で、委員として、私、その資料を見ましたので、

少なくとも委員としてはだから動くわけにはいきませんし、委員長として動いたのはそ

の原子力小委員会の資料を見て動いたということです。 

○記者 更田前委員長からは申し送りの際にそういったお話はあったんでしょうか。 

○山中委員長 特に聞いておりません。 

○記者 分かりました。内部資料について、もし事実だとしたらという仮定の聞き方には

なってしまうんですけれども、8月時点というか9月の早い時点で規制庁としては検討し

ていたけれども、委員に報告をしていなかったということになればこそ、先ほどお聞き

したように8月末時点で山中委員長としてはどこが担当かも分からなかったので動きよ

うがなかったというところで、確かに当時は委員長ではありませんでしたけれども、も

う次期委員長というのは決まっていたわけで、その時点で規制庁のほうから報告があれ

ば、もう少し委員会として早く動き出すこともできたのかなと思うんですけれども、や

はりそれでも問題はなかったという認識なんでしょうか。 

○山中委員長 恐らく、そういう役所としての準備、あるいは検討というのは、当然いろ

んな問題についてあっていいと思っておりますし、当然その私自身は委員として2年前

に運転期間についての考え方ということについて議論したというのはもう承知をして

おりますし、もしこれが問題になれば、当然、原子力規制委員会は運転期間については

何も申せない立場にある。したがって、安全規制できちっと高経年化した原子炉の安全
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性を担保していく必要があるというのは認識しておりましたし、それについて自分でど

ういうふうにしたらいいのかなということについては検討はしておりました。 

○記者 規制庁のほうで頭の体操をすることはもう構わないと、問題はないと考えている

ということでしたけれども、私の認識としては、規制庁というのはあくまで事務方であ

って、原子力規制委員会の指示に基づいて何か検討を始めるということだったと思いま

す。現に、10月5日のときに山中委員長は検討してくださいという指示をされたわけで

す。その検討を指示する前に検討が進んでいたかもしれないということについては、そ

れでも問題はないということなんでしょうか。そうすると、規制庁主導という原則がな

くなって、規制委員会が規制庁を追認するようなお飾りのような機関になってしまうの

かなと思うんですけれども、お考えをお聞かせください。 

○山中委員長 少なくとも最終的に議論をするのは原子力規制委員会で、委員がそれぞれ

意見を戦わせて議論して決定するのが原子力規制委員会だと思っておりますので、少な

くともこの数か月、数回にわたって議論をしてきましたけれども、委員はそれぞれの意

見を言われて、案がまとまったというふうに考えておりますし、何かその予定どおりの

案になったとは思っておりません。 

○黒川総務課長 ちょっと事務方から一つ、その8月24日の後、事務方で準備したというと

ころについて、質問集中してますんで、ちょっとまとめて一つ申し上げておきたいと思

います。結局のところ、今、委員長からのお答えにもありましたように、その時点でど

ういう情報交換がなされたのか、なされなかったのか、どんな資料が作られたのか、こ

の時点で委員長、情報を持っていませんので、今ちょっと委員長に聞かれても一般論と

して要は情報交換はしますよという感じになってしまいますので、先ほど金城のほうで

いくつか宿題を引き取ったと思います。その内部資料どんなものであって、それがこち

らで作られたのかどうかとか、あとどういう資料が、経産省とのやり取りについて記録

が残っているのかというような、そういう宿題あったと思いますので、それを事務方の

ほうでちゃんと整理をして、委員長に報告をして、その後でないと委員長はその件につ

いてきちんとした見解を述べられないと思いますので、ちょっとその件については今、

引き続きちょっといっぱい聞かれたいかもしれませんけど、ちょっとこの場合はもう同

じやり取りになってしまいますので控えていただけると助かります。 

以上です。 

 

○司会 御質問ありますでしょうか。2回目の方、少々お待ちください。マスイさん。 

○記者 東京新聞のマスイと言います。 

今、黒川課長に言われたばっかりなんですけれども、やはり疑問なのでちょっと質問

させてもらいたいのですが、エネ庁と規制庁が8月から運転期間延長について話し合っ

て具体的な資料を作ってその規制庁が併任の人事も決めていたということを委員長が

把握してなかったということに対して、そのガバナンス上の問題はないのかどうか、ま
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ずお願いします。 

○山中委員長 少なくとも、職員がいろいろ案件について考察をしていくということは委

員長に事細かく報告する必要もないかと思いますし、これについてはいろいろ準備検討

するということについては、特段、私、問題があったとは思いません。 

○記者 委員長はそういうお考えということは分かりました。でも、一般の方からすると、

福島の事故があったからわざわざ第三者委員会の規制委員会つくったのに、推進と規制

が何かくっついてその運転期間を延ばそうとしてるというふうに見られると思うんで

すけど、その辺はいかがでしょうか。 

○山中委員長 少なくとも運転期間について数年間にわたって議論をしてまいりました。2

年前の委員会で、運転期間については利用政策側が判断される事柄であって、規制委員

会は意見を述べるべき事柄ではないという結論を得ておりますので、その結論に従って

私自身は高経年化した原子炉の安全規制が継続的にできるような制度設計をしなけれ

ばならないということでスタートをさせていただきました。恐らく、委員の先生方もそ

の運転期間についての認識というのはもう2年前の委員会に出られた委員がほとんどで

すし、杉山委員が出られた新しい委員会でもこの考えについては再度確認をさせていた

だきましたので、この点については恐らく委員の先生方は認識をされていたんではない

かなというふうに思います。したがって、高経年化した原子力発電所の安全性をどうい

うふうに担保していくかということについては、それぞれの委員が問題意識は以前から

持っておられたと私自身は認識しています。 

○記者 内部資料、後ほど事実かどうか確認していただくということかと思うんですけれ

ども、その内部資料によると、炉規法の運転期間のルールを電気事業法に移す。束ね法

案として来年通常国会に提出するまで、書かれています。委員長、10月5日にエネ庁の

幹部を呼んで話を聞いた後、会見でその運転期間のルールは炉規法から抜けることにな

ろうって発言されたと思うんですけど、それは事務局案だったんでしょうか。その内部

資料とすごく一致してるので、いかがでしょうか。 

○山中委員長 私の判断です。少なくとも運転期間については、原子力規制委員会が意見

を申し上げるべきことではないというのは、もう2年前の委員会で決定しておりますの

で、もし何か利用政策側で意見、こういう期間にしましょうみたいな意見が出てきたと

きには、そこが抜け落ちる可能性があるということはもうその時点で認識をしておりま

した。 

○記者 委員長御自身1人だけなのか、それとも事務局とか委員とか話し合って決めて、そ

の委員長の発言となったんでしょうか。 

○山中委員長 少なくとも、資源エネルギー庁が方針を示された10月5日の時点で委員は全

てそういう認識になったと思います。 

○記者 ありがとうございました。 
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○司会 ほかにご質問いかがでしょうか。マツオさん。 

○記者 読売新聞のマツオと申します。 

60年時点での具体的な申請についてお伺いをしたいと思います。 

委員長のご意見としては、炉毎に特有の事象について検査をしたほうがいいんじゃな

いかというアイデアをお持ちということでおっしゃっていらして、委員の先生方も前々

回の委員会を聞いている限り、様々なご意見をお持ちのように推察されます。先ほども、

共同通信さんのご質問に対して、これらの具体的な規制のあり方は少し時間をかけて議

論をしたほうがいいんじゃないかというふうにお話になっていらっしゃいましたけれ

ども、この少し時間をかけてというのは、どの程度の時間をかける、ないしはかかると

いうような具体的な見通しはお持ちでしょうか。 

○山中委員長 私自身、委員の間で議論する期間については、今のところそれほど遠い将

来ではないというぐらいのお答えしかできませんので、申し訳ありません。 

○記者 例えばですけれども、今回の今日了承された、基本的なこの枠組みについては大

体二月、三か月、それぐらいの期間での結果になりましたけれども、その60年段階での

規制というのは、どれぐらいこの長さをかけて議論されるご予定ですか。 

○山中委員長 まず、法律が国会で議論をされて制定されることになろうかと思いますけ

ども、下部規則については恐らく並行してそれと議論をしていくことになろうかと思い

ますけど、60年については少しまだ時間的な余裕もありますし、少なくとも先ほどお話

してますように、60年までの安全規制については現行の制度で認可されたものについて

は少なくとも十分な強度を保っておりますので、少し時間的な議論をするのには余裕が

あるかなというふうに思っています。 

○記者 例えばですけれども、国内で今一番年をとっているというんですかね、原発は48

歳だというふうに理解しています。そうすると、具体的に60年目の規制が来るのは10年

以上先の話になるわけですけれども、委員長の今のお話ではそんなに近くない将来に議

論を始めて少し時間をかけてという話ですと、なにぶんまだ10年以上あるので、どれぐ

らいのタイムスパンでお考えなのかというのがちょっと分かりづらいものでお伺いし

てるんですけれども。 

○山中委員長 恐らく、制度設計の準備にどれぐらい時間がかかるかという、いわゆる現

行制度の延長上にあるものがまず最低限準備をしないといけないところかと思います。

加えて少し時間的な余裕があるのは60年目以降のものかなというふうに考えてますの

で、少なくとも現行の運転期限については実運転期間は60年で、あとは停止期間ですの

で劣化してずっと劣化が進んでいく物理的性質については限られたものでありますの

で、どういうものを見ていったらいいのかというのは50年がベースに多分なって、多分

60年目というのが決まってくることになろうかなというところで、恐らくその複雑さと

いうのもこれから議論を進めないといけないところかなというふうに思っています。正

確にちょっと今、何年先までに決めますというのはお話できませんけれども。 
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○記者 最後に、議論を始めるタイミングだったんですけれども、今、委員長は今それほ

ど遠くない将来にというお話をいただきました。本日の委員会では、片山長官が、移行

期間が終わった後ぐらいがその検討開始のタイミングじゃないかというようなお話が

ありましたけれども、委員長の認識としても一致してらっしゃるような感じでしょうか。 

○山中委員長 議論のスタートはもっと早くしたほうがいいんじゃないかなというふうに

思ってます。恐らく、制度設計をして整備をするのにはかなり労力が要ると思いますの

で、案を固めること自身はそれほど遠くない将来にスタートして決めていってもいいん

じゃないかなというふうに思っています。 

○記者 つまり、移行期間中にはもう議論は始めたいというようなお考えでいらっしゃる

と。 

○山中委員長 私自身はそういうふうに考えています。ただ、それに対して制度設計、い

わゆる法的な整備等が追いついていくかどうかということについては長官のご意見等

もありますので、そのあたりは規制庁と相談しながら進めたいと思います。委員間での

議論はいろいろやっていきたいというふうに。 

○記者 ありがとうございます。 

 

○司会 御質問いかがでしょうか。ツチヤさん。 

○記者 毎日新聞のツチヤです。 

今もお話になっていた60年のところの申請のところの具体的な内容が決まってない

件なんですが、今日決まった、30年から50年のところについては明日からパブコメにか

けるということなんですけど、国民の方々の理解として大きいのは、やっぱりこれまで

その未知の領域とおっしゃってますけど、その60年を超えるところで何をするのという

のが知りたいと思うんですよ。そこが決まってない状態でパブコメにかけても、ちょっ

と一番重要なところが見えない状態なんじゃないかなと思うんですが、これから内容を

議論していくということで、どうやって理解を得ていくというお考えでしょうか。 

○山中委員長 ベースはやはり50年というふうに理解をしていただいていいかなというふ

うに思います。50年の劣化診断というのがベースになって、プラスアルファそれぞれの

炉毎の特有のものを見ていくと。ただ、本当に新しい劣化モードが出てくるかというと、

そんなに新しい劣化モード、今想像されてないような劣化モードが出てくるとは考えに

くいと思います。 

 

○司会 ほかにご質問ありますか。 

  では、2回目の方いらっしゃいますが、1回目の方はよろしいでしょうか。 

では、オカダさん、マサノさんですけれども、2 回目ですので、基本的に 1 往復ずつ

でお願いできればと思います。オカダさん。 

○記者 すみません、度々。東洋経済新報社のオカダです。 
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先ほど、その文書が内部文書に当たるかどうかについては宿題扱いということですの

で詳しくお聞きしませんが、原子力資料情報室が原子力規制庁に情報公開請求を行った

と。それに対して、規制庁の原子力規制企画課より、事前に検討した経緯というのは存

在しないということで、要するに文書が存在していないということですね。いわゆる関

係省庁とのやり取りなどについてですが、となると、もしその文書がいわゆる内部文書

というものが存在していたということになると、情報公開請求に関して、存在している

にも関わらず存在していないというふうに規制庁金城さんの部署ということになると

思うんですけど、答えたということにならないのかと思うんですけど、情報公開請求と

いうのがちゃんと機能してるのかですね、そういう問題も出てくるんじゃないかと思う

んですけど、どうなんでしょうか。 

○司会 制度の話ですので、事務方からご説明いたします。 

○金城原子力規制企画課長 企画課の金城からですけど、情報公開請求、いろいろ来てご

ざいますが、どういった例えば期間でどういった内容でといったものはちゃんと請求者

と精査した上でその存否は確認した上で出していますので、私はこれまで見て出した中

では、そういったものは確かに含まれてなかったと思いますので、ですから、ちょっと

その情報公開請求は具体的にどのような範囲でどのような内容でといったことをちょ

っと詳しめに教えていただければあれですけれども、多分この今議論されてる中には含

まれてなかったと思います。 

○記者 ありがとうございます。要するに、それもまた宿題扱いなんだと思いますけど、

基本的に関係省庁とのやり取りなどということが書かれてるので、当然、そういうやり

取りがなければ、これだけ詳細な内部文書のあるものというのは当然作れないと思うわ

けですから、当然、事前に8月の段階から金城さんのほうが電話なり、経産省の方と会

ったり電話なりでいろいろやり取りをされてたのではないかと思われるんですけど、そ

ういうふうに理解できますけど、どうなんですか。 

○金城原子力規制企画課長 企画課の金城のほうですけど、ですから、そういった中で何

か文書が存在して出す対象になってるといったことであれば、ちゃんと事務的には処理

してますので例えば今電話と申しましたけど、電話はこれ行政文書としては、少なくと

も私のやってる電話では残ってませんので、そういったものは情報公開の対象になり得

ないといったものであります。 

○記者 ですので、そういうプロセスも含めて本当に適切だったのかどうかということも、

きちんと原子力規制委員会として御見解を示していただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

○司会 では、続きましてマサノさん。 

○記者 フリーランスのマサノです。すみません、今日の概要案の3ポツに関しての質問な

んですけれども、変更が軽微なものであれば、一度認可を受けた長期施設管理計画を許
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可ではなくて届出だけでいいことになってしまっていますけれども、そうすると、事業

者としては、その期間中に変更しちゃえばですね、しかも管理計画をちょっとの変更で

済ませてしまえばですね、30年の手続きをしたらあとはすいすいすいと何もせずに届出

だけで済んでしまうというふうに抜け穴が用意されたというふうに読めてしまうので

すが、この点いかがでしょうか。 

○山中委員長 私がその軽微というふうな表現で理解したのは、例えば部署の名前ですと

か組織の名前程度のものの変更であれば届出でいいという、そういう理解をしたんです

けども、そういう理解で間違ってないですよね。 

○金城原子力規制企画課長 企画課の金城のほうですけれども、今の委員長の説明で我々

も考えてます。 

○記者 それは性善説に基づく憶測であってですね、事業者としたらできるだけ軽微な変

更で、許可ではなく、届出だけで済ませたいと思えば、厳しい評価を自己評価もせず済

ませてしまう可能性があると思うので、ここはちょっと問題ではないかと思いますとい

う指摘にとどめます、長くなりますので。 

すみません、次の確認なんですが、ごめんなさい……。 

○司会 すみません、質問、御簡潔にお願いします。 

○記者 はい。 

運転しようとしていない原子炉、これは未適合炉だというふうに先ほど委員長おっし

ゃったと思いますけれども、現在、新規制基準審査中10基あります。これはしようとい

う意思があるから新規制基準の審査にかかっていると思うので、これは12ポツのほうで

はなくて1ポツの運転しようとするときというほうに当てはまっているとしか読めませ

んが、いかがでしょうか。 

すみません、ごめんなさい。委員長、ここはすごく重要。10基が新規制にかかるか、

かからないかという重要なところなので……。 

○山中委員長 私は全て未適合炉だと判断していますけれども。 

○記者 次の質問させていただきます。最後の質問にします、ごめんなさい。 

今日配っていただいた、配布資料で、30年、40年、50年、60年目まで書かれています。 

ハード、ソフト、規制両方かかりますと。これは現在ないものですね、最大 60 年です

から。そうすると、ここ 60 年まで書き込んでしまっているので、60 年目以降は何か追

加しますとかプラスアルファありますと言いつつもですね、1 回法改正しちゃったらも

ういいんじゃねということになりそうな気がするんですけれども、確認ですが、60 年目、

本当にやるんであれば、これ法改正することになるという理解でよろしいですか。 

○山中委員長 少なくとも、30年目以降、運転しようとするものは10年を超えない期間ご

とに認可をするという制度ですから、少なくとも法改正は1回だけ。あと、何をするか

については下部規則できちっと制定をしていくという、これからの手続だと思います。 

○記者 では、60年目は法改正ではない規則でしかやらないということですね。 
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○黒川総務課長 ちょっとすみません、マサノさん。総務課、黒川です。 

ちょっと事務的なというか、事実関係の確認で済むことだと思いますんで、ちょっと

この場で委員長にというよりは事前に事務方に聞いていただくとか、そういう形でそう

いう質問は済ませていただきたいです。 

○記者 いえ、これ重要なところですから、今まで最大60年だったのが超えるということ

なので、こここそ委員会の中できっちり議論すべきだったと。皆さん指摘されているこ

とだと思うんですけど。なので、これは決して事務的にということではないと思います。

反論です。 

すみません、以上です。ありがとうございました。 

 

○司会 ヨシノさん。 

○記者 すみません。長いんで手短にちょっとお願い事があるんですけれども、原子力資

料情報室の出している情報及びその資料は、まさにそれをもしかしてやったとしたら、

それは金城さん及び金城さんの部下がやったわけであって、この資料があるんだから後

で金城さんが何かレクでも何でもいいですけど、形でですね、きちんと回答されればい

いだけのような気がするんで、わざわざ委員長に報告、まあ報告されてもいいんですけ

れども、その辺はレクやったらどうですか。 

○黒川総務課長 総務課、黒川からお答えします。 

いずれにしても事実関係は確認をした上で、全部、委員長が事実関係も含めて説明す

るようなものではないと思いますので、適切に事務方が説明するべき事実関係は事務方

がやり、委員長にそれを踏まえて見解をというのであれば、委員長に会見でお聞きいた

だくということで進めるのがよいと思います。 

○記者 すみません、もう物はあるわけですよ。その真偽も含めてしっかりやった中心は

彼の部署なわけでしょう。彼が出てきてお話をどこかですればいいんじゃないですかと

言っているんですよ。その時間を設けてくださいって言っている。 

○黒川総務課長 それは検討します。 

 

○司会 それでは、高経年化制度以外の御質問でお願いします。 

○記者 河北新報社のキリュウと申します。 

議題4の日本原燃の再処理施設についてなんですけれども、設工認1回目、2年かかっ

て、ようやく認可がおりそうだというところなんですけれども、それに対して委員長の

所感をお願いできますでしょうか。 

○山中委員長 設工認1回目は本当に数少ない施設設備について検討したということで申

請審査をしたということですけども、やはりこれからものすごいたくさんの施設設備に

ついて審査をしないといけないということで、やはり今日も少し質問ではさせていただ

いたんですけども、事業者としてのその類型化というのがやはり一番大切なところかな
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というふうに思っています。これについてやはりきちっと対応していただかないと審査

が前に多分進まないだろうなと。物量としてもこれまでに比べると圧倒的に多いので、

その点が一番キーポイントになるかなというふうに思っています。 

○記者 すみません、簡潔になんですけど、今回の1回目は二つの設備だったということで、

残り2万5,000あるというので、いつまでかかるのかなという、その辺り、何か見込みと

いうかあればお願いします。 

○山中委員長 全く事業者の対応次第かなというところで、まだ先は私自身、読めてはお

りません。 

 

○司会 ほかに高経年化制度以外の御質問ある方いらっしゃいますでしょうか。 

  それでは、本日の会見は以上としたいと思います。ありがとうございました。 

 

－了－ 

 

 


